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大学周辺の医療機関
専門科名 病　院　名 住　　所 電話番号

内科

伊藤内科医院 安佐南区伴中央4－7－10 082－848－6111
和泉内科消化器医院 安佐南区伴東5－19－25－3 082－830－1900
沼田診療所 安佐南区伴東7－38－10 082－848－4486
とよた内科クリニック 安佐南区大塚西3－11－5 082－849－6188
斎藤内科医院 安佐南区大塚西4－8－31 082－849－5750
まつおか内科・脳神経内科 安佐南区伴南1－5－18－8－203 082－962－7700

外科
整形外科

佐々木整形外科クリニック 安佐南区伴中央4－3－20 082－848－1030
中増整形外科クリニック 安佐南区大塚西4－17－1 082－299－6500
マツモト外科整形外科 安佐南区伴東5－12－4 082－848－4311
原田整形外科病院 安佐南区上安2－15－27 082－878－1125

脳神経外科
日比野病院 安佐南区伴東7－9－2 082－848－2357
矢野脳神経外科・やのこどもクリニック 安佐南区大塚西1－24－12 082－849－2500

耳鼻咽喉科

くにもと医院 安佐南区伴東7－59－28 082－811－8133
にしだ耳鼻咽喉科 安佐南区高取北1－4－25－2F 082－872－8733
宮脇耳鼻咽喉科医院 西区横川町3－10－19 082－231－3194
こころ耳鼻咽喉科 安佐南区伴南1－5－18－8－202 082－849－4187

眼科

藤武眼科医院 安佐南区伴東7－59－1－2F 082－848－8080
すやま眼科クリニック 西区横川町2－7－19－5F 082－532－6696
馬場眼科 安佐南区相田1－10－17 082－878－2000
すぎもと眼科 安佐南区伴南1－5－18－8－201 082－849－6699

皮膚科

こころ皮ふ科クリニック 安佐南区伴南1－5－18－8－303 082－849－5477
前田皮ふ科医院 安佐南区上安2－4－39－2F 082－878－0202
水入皮フ科クリニック 安佐南区大町東2－8－1 082－831－4112
長崎病院 西区横川新町3－11 082－208－5801
しのだ皮ふ科 西区横川町2－9－22 082－231－3377

歯科

大原駅前歯科 安佐南区伴東7－59－1－3F 082－849－0305
谷口歯科医院 安佐南区伴東4－7－27 082－848－0014
ゆめ歯科クリニック 安佐南区伴南1－5－18－8－302 082－811－8241
中島歯科クリニック 安佐南区大塚西2－1－32－201  082－849－4220

産婦人科

井上産婦人科クリニック 安佐南区大塚西3－11－36 082－848－7010
新甲さなえ女性クリニック 南区段原南1－3－53 082－568－2234
さだもりレディースクリニック 中区大手町2－7－2－4F 082－242－1132
河野産婦人科クリニック 中区紙屋町2－2－25－5F 082－242－1505

神経内科
心療内科

本通くらもと心療内科 中区本通3－10－3F 082－247－7373
いずみ心療内科クリニック 安佐南区西原6－8－4 082－850－3388
中山心療クリニック 安佐南区中須1－16－7 082－879－6410
西風新都 こころのクリニック 安佐南区大塚西4－8－31 082－849－5506

総合病院
広島市民病院 中区基町7－33 082－221－2291
安佐市民病院 安佐北区可部南2－1－1 082－815－5211
広島共立病院 安佐南区中須2－20－20 082－879－1111

※近くの病院、診療所については、
　「救急医療Net Hiroshima」（http://www.qq.pref.hiroshima.jp/）を参考にしてください。

凡例
＊太線枠内は、授業等を行う期間
　（集中講義は太線枠外でも行う）
＊ は、期末試験日
　（ は、期末試験予備日）
＊ は、補講日
＊ は、授業振替日
＊ は、第 1 ・第 3 ターム科目の試験期間
　（通年・セメスター科目は授業を行う）
＊ は、祝休日に授業を行う日

クオーター期間
・ 第 1 ターム（ 4 月 9 日～ 6 月 6 日）
・ 第 2 ターム（ 6 月 7 日～ 8 月10日）
・ 第 3 ターム（10月 1 日～11月26日）
・ 第 4 ターム（11月27日～ 2 月13日）

予
補

学内行事等
⑴入学式は 4 月 3 日㈫とする。
⑵オリエンテーションは、 4 月 3 日㈫～ 6 日㈮とする。
⑶ 6 月14日㈭の開学記念日の振替日を 1 月18日㈮とし、振替日の授業

は休業とする。
⑷卒業式は、 3 月22日㈮とする。

授業関係
ア　 5 月 1 日㈫は木曜日の授業を実施する。
イ　 5 月 2 日㈬は金曜日の授業を実施する。
ウ　 8 月 7 日㈫は原則として月曜日の授業の試験を実施する。
エ　10月 8 日(月・体育の日）は月曜日の授業を実施する。
オ　11月26日㈪は金曜日の授業・試験を実施する。
カ　 1 月15日㈫は月曜日の授業を実施する。
キ　前期補講日は、 7 月26日㈭、 7 月27日㈮とする。 
ク　後期補講日は、 1 月30日㈬、 1 月31日㈭とする。 
ケ　第 1 ・第 3 ターム科目の補講は 5 時限終了後等に行う。
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第１章 総則 
第１節 目的 

第１条 広島市立大学（以下「本学」という。）は、科学と芸術を軸に世界平和と地域に貢献する国際的な大学を目指し、学術

の中心として、深く専門の学芸を教授研究し、次代を担う感性と創造力の豊かな人材を養成するとともに、優れた教育研究

の成果を地域に還元し、もって文化の向上と社会の発展に寄与することを目的とする。 

 （人材育成の目標） 

第１条の２ 本学は、豊かな感性と真理探究への情熱を持ち、多様な文化と価値観を尊び、平和を希求する人材、さらに、幅

広い知識と確かな専門性を有し、高い倫理観を持って広く社会に貢献できる人材を育成することを目標とする。 

第２節 自己評価 

第２条 本学は、教育研究水準の向上を図るとともに、第１条の目的を達成するため、教育研究活動等の状況について、自ら

点検及び評価（以下「自己評価」という。）を行うものとする。 

２ 自己評価に関し必要な事項は、別に定める。 

第３節 組織 

 （学部、学科等及び定員） 

第３条 本学に、次の学部を置く。 

⑴ 国際学部 

⑵ 情報科学部 

⑶ 芸術学部 

２ 前項各号に掲げる学部に置く学科及び専攻並びにその入学定員及び収容定員は、次の表のとおりとする。 

学部 学科及び専攻 入学定員 収容定員 

国際学部 国際学科 100人 400人 

情報科学部 情報工学科 60人 240人 

 知能工学科 60人 240人 

 システム工学科 60人 240人 

 医用情報科学科 30人 120人 

芸術学部 美
術
学
科 

日本画専攻 10人 40人 

 

油絵専攻 20人 80人 

彫刻専攻 10人 40人 

デザイン工芸学科 40人 160人 

計 390人 1,560人 

 （教育研究上の目的） 

第３条の２ 本学の各学部における教育研究上の目的は、次のとおりとする。 

 ⑴ 国際学部 豊かな学識と広い視野に基づいて、国際社会や地域社会に貢献できる国際人を育成すること。 

 ⑵ 情報科学部 情報工学及び情報科学分野の専門学識及び専門技術を身に付け、高度情報化社会を支えることができる人

材を育成すること。 

 ⑶ 芸術学部 文化芸術の創造及び発展に貢献できる、先見性、創造性及び独創性に富んだ人材を育成すること。 

 （大学院） 

第４条 本学に、大学院を置く。 

２ 大学院に関し必要な事項は、別に定める。 

 （附置研究所） 

第５条 本学に、附置研究所として広島平和研究所（以下「研究所」という。）を置く。 

２ 研究所に関し必要な事項は、別に定める。 

 （附属施設） 

第６条 本学に、次の附属施設を置く。 

 ⑴ 附属図書館 

 ⑵ 語学センター 

 ⑶ 情報処理センター 

 ⑷ 芸術資料館 

 ⑸ 社会連携センター 

広島市立大学学則（抜粋） 
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 ⑹ 国際交流推進センター 

 ⑺ キャリアセンター 

２ 前項各号に掲げる附属施設に関し必要な事項は、別に定める。 

 （事務局） 

第７条 本学に、大学の事務を処理するため、事務局を置く。 

２ 事務局に関し必要な事項は、別に定める。 

第４節 職員組織 

 （職員） 

第８条 本学に、学長、副学長、教授、准教授、講師、助教、事務職員、技術職員その他必要な職員を置く。 

２ 学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する。 

 （学部長及び副学部長） 

第９条 学部に学部長及び副学部長を置き、当該学部の教授をもって充てる。ただし、情報科学部にあっては、学部長に情報

科学研究科長を、副学部長に情報科学研究科副研究科長をもって充てる。 

 （研究所長及び研究所副所長） 

第10条 研究所に所長及び副所長を置き、当該研究所の教授をもって充てる。 

 （附属施設の長） 

第11条 附属施設に施設の長を置き、教授をもって充てる。 

 （事務局長） 

第12条 事務局に事務局長を置き、事務職員をもって充てる。 

 （名誉教授） 

第13条 本学に学長、副学長、教授、准教授又は講師として多年勤務した者であって、教育上又は学術上特に功績のあったも

のに対し、名誉教授の称号を授与することができる。 

２ 名誉教授の称号の授与に関し必要な事項は、別に定める。 

 （客員教授及び客員准教授） 

第14条 本学に、客員教授及び客員准教授を置くことができる。 

２ 客員教授及び客員准教授に関し必要な事項は、別に定める。 

第５節 教授会 

第15条 学部及び研究所（以下「学部等」という。）にそれぞれ教授会を置き、当該学部等の教授をもって組織する。 

２ 前項に定める職員のほか、学部等の教授会が必要と認めたときは、当該学部等の教授会にその他の職員を加えることがで

きる。 

３ 教授会は、学部等に関する次の事項のうち教育研究に関するもの（研究所の教授会にあっては、第５号及び第６号に掲げ

る事項を除く。）を審議する。なお、学長が決定を行うに当たり意見を述べるものについては、別に定める。 

 ⑴ 人事に関する事項 

 ⑵ 予算に関する事項 

 ⑶ 規程の制定改廃に関する事項 

 ⑷ 講座及び授業科目の種類及び編成に関する事項 

 ⑸ 学生の入学、休学、転学、留学、退学及び卒業に関する事項 

 ⑹ 学生の厚生補導に関する事項 

 ⑺ 法令又は規程により、教授会の権限に属する事項 

 ⑻ 前各号に掲げるもののほか、学部等の教育研究に関する事項 

４ 前３項に定めるもののほか、教授会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。 

第６節 学年、学期及び休業日 

 （学年） 

第16条 学年は、４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。 

 （学期） 

第17条 学年を次の２期に分ける。 

  前期 ４月１日から９月30日まで 

  後期 10月１日から翌年３月31日まで 

２ 前項に定める各学期は、それぞれ前半及び後半に分けることができ、前期の前半を第１ターム、前期の後半を第２ターム、

後期の前半を第３ターム、後期の後半を第４タームとする。 
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 （休業日） 

第18条 授業を行わない日（以下「休業日」という。）は、次のとおりとする。 

 ⑴ 日曜日及び土曜日 

 ⑵ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 

 ⑶ 開学記念日 ６月14日 

 ⑷ 平和記念日 ８月６日 

 ⑸ 春季休業日 

 ⑹ 夏季休業日 

 ⑺ 冬季休業日 

 ⑻ 学年末休業日 

２ 前項第５号から第８号までに掲げる休業日の期間は、学年の初めに学長が定める。 

３ 第１項の規定にかかわらず、学長は、必要と認めるときは、臨時に休業日を定め、又は休業日において臨時に授業を行う

ことができる。 

第２章 学部通則 
第１節 修業年限及び在学年限 

 （修業年限） 

第19条 本学の修業年限は、４年とする。 

 （在学年限） 

第20条 学生は、８年を超えて在学することができない。ただし、第26条から第28条までの規定により入学した者にあって

は、定められた在学すべき年数の２倍に相当する期間を超えて在学することができない。 

第２節 入学等 

 （入学の時期） 

第21条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、次条第３号から第５号までのいずれかに該当する者（同号に該当する者

にあっては、国際バカロレア資格を有する者で満18歳に達したものに限る。）又は第26条から第28条までの規定により入

学を許可された者の入学時期は、後期の始めとすることができる。 

 （入学資格） 

第22条 本学に入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

 ⑴ 高等学校を卒業した者 

 ⑵ 中等教育学校を卒業した者 

 ⑶ 通常の課程による12年の学校教育を修了した者 

 ⑷ 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの 

 ⑸ 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者 

 ⑹ 専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）で文部

科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者 

 ⑺ 文部科学大臣の指定した者 

 ⑻ 高等学校卒業程度認定試験規則（平成17年文部科学省令第１号）による文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験

に合格した者（同規則附則第２条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程（昭和26年文部省令第13号）による大学

入学資格検定に合格した者を含む。） 

 ⑼ 学校教育法（昭和22年法律第26号）第90条第２項の規定により大学に入学した者であって、当該者をその後に入学さ

せる大学において、大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの 

 ⑽ 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達し

たもの 

 （入学の出願） 

第23条 本学に入学を志願する者は、本学所定の書類に入学検定料を納めたことを証する書面を添えて出願しなければならな

い。 

 （入学者の選考） 

第24条 前条の入学志願者については、別に定めるところにより、選考を行う。 

 （入学手続及び入学許可） 

第25条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、指定の期日までに、入学手続に関する書類を提出するとともに、

所定の入学料を納付しなければならない。 

２ 学長は、前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。 
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 （編入学） 

第26条 学長は、次の各号のいずれかに該当する者で本学への編入学を志願するものがあるときは、選考の上、相当年次に入

学を許可することができる。 

 ⑴ 大学、短期大学又は高等専門学校を卒業した者 

 ⑵ 他の大学において１年以上在学し、所定の単位を修得した者 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、法令により大学の途中年次に入学できるものと認められている者 

 （転入学） 

第27条 学長は、他の大学の学生で、本学に転入学を志願するものがあるときは、選考の上、相当年次に入学を許可すること

ができる。 

 （再入学） 

第28条 学長は、本学を退学した者又は第44条第１号の規定により除籍となった者で、再入学を希望するものがあるときは、

選考の上、相当年次に入学を許可することができる。 

 （編入学、転入学又は再入学した者の既修得単位数の認定等） 

第29条 前３条の規定により入学を許可された者の既に履修した授業科目及び単位数の取扱い並びに在学すべき年数につい

ては、学部の教授会の議を経て、学長が決定する。 

２ 前３条及び前項に定めるもののほか、編入学、転入学及び再入学に関し必要な事項は、別に定める。 

第３節 教育課程及び履修方法等 

第30条 教育課程は、全学共通系科目、外国語系科目、教育職員免許状受領資格取得関係科目、学芸員資格取得関係科目及び

専門教育科目をもって編成する。 

２ 教育課程は、授業科目を必修科目、選択科目及び自由科目に分け、これを各年次に配当して編成する。 

３ 前２項に定めるもののほか、教育課程に関し必要な事項は、別に定める。 

 （授業科目及び履修方法） 

第31条 授業科目及び単位数は、別表第１に掲げるとおりとする。 

２ 履修方法その他必要な事項は、別に定める。 

 （履修科目の登録の制限） 

第32条 学長は、学部の教授会の議を経て、学生が１年間又は１学期につき履修科目として登録することができる単位数を制

限することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、学長は、学部の教授会の議を経て、学生が所定の単位を優れた成績をもって修得したと認めら

れた場合には、同項に規定する単位数の制限を解除することができる。 

３ 前２項に定めるもののほか、履修科目の登録に関し必要な事項は、別に定める。 

 （単位の算定基準） 

第33条 各授業科目の単位数は、次の基準により計算するものとする。 

 ⑴ 講義については、教室内における１時間の講義に対して教室外における２時間の準備のための学修を必要とするものと

し、15時間の講義をもって１単位とする。 

 ⑵ 演習については、教室内における２時間の演習に対して教室外における１時間の準備のための学修を必要とするものと

し、30時間の演習をもって１単位とする。 

 ⑶ 実験、実習、実技等の授業については、学修は、すべて実験室、実習場等で行われるものとし、45時間の実験、実習、

実技等をもって１単位とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、別に定める授業科目の単位数は、次の基準により計算することができる。 

 ⑴ 講義及び演習については、15時間から30時間までの範囲内で定める時間の授業をもって１単位とする。 

 ⑵ 実験、実習、実技等については、30時間から45時間までの範囲内で定める時間の授業をもって１単位とする。 

 （単位の授与及び成績の評価） 

第34条 授業科目を履修し、その試験に合格した学生には、所定の単位を与える。 

２ 前項の試験の成績は、秀、優、良、可及び不可の５種の評語をもって表し、秀、優、良及び可を合格とする。 

 （教育職員免許） 

第35条 教育職員の免許状を受ける資格を得ようとする学生は、教育職員免許法（昭和24年法律第147号）及び教育職員免

許法施行規則（昭和29年文部省令第26号）に定めるところにより、教科に関する科目及び教職に関する科目を履修しなけ

ればならない。 

２ 前項の科目の授業科目及び単位数は、別表第２に掲げるとおりとする。 

 （学芸員資格） 

第36条 学芸員の資格を得ようとする学生は、博物館法（昭和26年法律第285号）及び博物館法施行規則（昭和30年文部省
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令第24号）に定めるところにより、博物館に関する科目を履修しなければならない。 

２ 前項の科目の授業科目及び単位数は、別表第３に掲げるとおりとする。 

 （他の大学等における授業科目の履修等） 

第37条 学長は、教育上有益と認めるときは、他の大学又は短期大学との協議に基づき、学生が当該他の大学又は短期大学に

おいて履修した授業科目について修得した単位を、卒業の要件となる単位として認めることができる。 

２ 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が

別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、卒業の要件となる単位として認めることができる。 

３ 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が他学部において履修した授業科目について修得した単位を卒業の要件となる

単位として認めることができる。 

４ 前３項の規定により認めることのできる単位数は、合わせて30単位を超えないものとする。 

 （入学前の既修得単位等の認定） 

第38条 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目につい

て修得した単位（科目等履修生として修得した単位を含む。）を、本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修

得したものとみなし、卒業の要件となる単位として認めることができる。 

２ 前項の規定により認めることのできる単位数は、編入学又は転入学の場合を除き、前条第１項から第３項までの規定によ

り認める単位数と合わせて30単位を超えないものとする。 

第４節 休学、転学、留学及び退学等 

 （休学） 

第39条 疾病その他特別の理由により引き続き２か月以上修学することができない者は、学長の許可を受けて期間を定めて休

学することができる。 

２ 学長は、疾病のため修学することが適当でないと認められる者があるときは、期間を定めて休学を命ずることができる。 

３ 休学期間は、１年以内とする。ただし、特別の理由がある場合は、１年を限度として休学期間の延長を認めることができ

る。 

４ 休学期間は、通算して３年を超えることができない。 

５ 休学期間は、第20条に規定する在学年限及び第4６条第１項に規定する在学すべき年数に算入しない。 

６ 第１項の規定による許可を受け、又は第２項の規定による命令を受けた者は、休学期間中にその理由が消滅したときは、

学長の許可を受けて復学することができる。 

 （転学） 

第40条 他の大学等へ入学し、又は転学をしようとする者は、学長の許可を受けなければならない。 

 （転学部及び転学料） 

第41条 学長は、他の学部に転学部又は同一学部の他の学科に転学科をしようとする者があるときは、欠員のある場合に限り、

選考の上、これを許可することができる。 

２ 前項の規定による許可を受けた者が既に履修した授業科目及び単位数の取扱い並びに在学すべき年数については、学部の

教授会の議を経て、学長が決定する。 

 （留学） 

第42条 外国の大学又は短期大学で学修することを志願する者は、学部長の許可を受けて留学することができる。 

２ 前項の許可を受けて留学した期間は、第20条に規定する在学年限及び第4６条第１項に規定する在学すべき年数に算入す

ることができる。 

３ 第37条の規定は、留学の場合に準用する。 

 （退学） 

第43条 退学しようとする者は、学長の許可を受けなければならない。 

 （除籍） 

第44条 学長は、次の各号のいずれかに該当する者について、除籍することができる。 

 ⑴ 授業料の納付を怠り、督促を受けてもなお納付しない者 

 ⑵ 第20条に規定する在学年限を超えて在学しようとする者 

 ⑶ 第39条第４項の休学期間を超えてなお復学しない者 

 ⑷ 死亡した者又は長期間にわたり行方不明の者 

 （復籍） 

第45条 学長は、前条第１号の規定により除籍した者から、除籍の日の翌日から起算して２年以内に、当該除籍の事由となっ

た未納の授業料を納付して復籍の希望があったときは、除籍前に在学した学部の教授会の議を経て、相当年次に復籍を許可

することができる。 
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２ 前項の規定による復籍の時期は、学期の始めとする。 

３ 前２項の規定により復籍を許可した学生の復籍後の在学期間は、除籍前の在学期間に通算する。 

４ 前条第１号の規定により除籍した者が、復籍後に同条の規定により再び除籍となったときは、その後の復籍は認めない。 

第５節 卒業及び学位 

 （卒業） 

第46条 学長は、学部の教授会の議を経て、本学に４年（第26条から第28条までの規定により入学した者又は第41条第１

項の規定により転学部若しくは転学科をした者にあっては、それぞれ第29条第１項又は第41条第２項に規定する在学すべ

き年数）以上在学し、所定の教育課程を修了した者に対して、卒業を認定する。 

２ 学長は、前項の規定により卒業を認定した者に対して、卒業証書を授与する。 

 （早期卒業） 

第47条 第19条及び前条第１項の規定にかかわらず、学長は、学部の教授会の議を経て、本学に３年以上在学した者（これ

に準ずるものとして学長が学部の教授会の議を経て定める者を含む。）のうち所定の教育課程を優秀な成績で修了した者で卒

業を希望するものに対しては、卒業を認定することができる。 

２ 前条第２項の規定は、前項の規定により卒業を認定した者について準用する。 

 （学位） 

第48条 学長は、前２条の規定により卒業を認定した者に対して、学士の学位を授与する。 

２ 学位の授与に関し必要な事項は、別に定める。 

 （卒業の時期） 

第49条 卒業の時期は、学年又は学期の終わりとする。 

第６節 入学検定料、入学料及び授業料 

第50条 入学検定料、入学料及び授業料の額並びにその徴収については、別に定める。 

第７節 賞罰 

 （表彰） 

第51条 学長は、学生として表彰に値する行為があった者を、教育研究評議会の議を経て、表彰することができる。 

２ 表彰に関し必要な事項は、別に定める。 

 （懲戒） 

第52条 学長は、この学則に違反し、又は学生としての本分に反する行為をした者を、学部の教授会及び教育研究評議会の議

を経て、懲戒することができる。 

２ 懲戒の種類は、戒告、停学及び懲戒退学とする。 

３ 前項の退学は、学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）第26条第３項各号のいずれかに該当する者について行う。 

４ 前３項に定めるもののほか、懲戒に関し必要な事項は、別に定める。 

第８節 福利厚生施設 

第53条 本学に、学生の福利厚生に資するため、学生寮その他必要な施設を置く。 

２ 前項の施設に関し必要な事項は、別に定める。 

第３章 雑則 
第１節 研究生、科目等履修生、特別聴講学生及び外国人留学生 

 （研究生） 

第54条 学長は、本学において特定の専門事項について研究することを志願する者があるときは、選考の上、研究生として入

学することを許可することができる。 

２ 研究生を志願することのできる者は、大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められる者とする。 

３ 研究期間は、１年以内とする。ただし、特別の理由がある場合は、その期間を更新することができる。 

４ 前３項に定めるもののほか、研究生に関し必要な事項は、別に定める。 

 （科目等履修生） 

第55条 学長は、特定の授業科目を聴講することを志願する者に対し、選考の上、科目等履修生として入学することを許可す

ることができる。 

２ 科目等履修生に関し必要な事項は、別に定める。 

 （特別聴講学生） 

第56条 学長は、他の大学の学生で、本学において授業科目を履修することを志願するものがあるときは、当該他大学との協

議に基づき、特別聴講学生として入学することを許可することができる。 

２ 特別聴講学生に関し必要な事項は、別に定める。 

 （外国人留学生） 
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第57条 学長は、本学に留学することを志願する外国人に対し、選考の上、外国人留学生として入学することを許可すること

ができる。 

２ 外国人留学生に関し必要な事項は、別に定める。 

第２節 大学開放及び共同研究等 

 （大学開放） 

第58条 社会人の教養を高め、文化の向上に資するため、公開講座その他大学開放の事業を行うことができる。 

２ 大学開放に関し必要な事項は、別に定める。 

 （共同研究及び受託研究） 

第59条 本学の学術研究に資するため、共同研究及び受託研究を行うことができる。 

２ 共同研究及び受託研究に関し必要な事項は、別に定める。 

第３節 その他 

 （委任） 

第60条 この学則の施行に関し必要な事項は、学長が定める。 

   附 則 （略） 
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